
日本放送協会のインターネット活用業務の

競争評価に関する準備会合（第6回）

説明資料

011233
テキストボックス
資料６－２



競争評価プロセス全体のイメージ

2出典：日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合（第5回）事務局説明資料



番組関連情報と業務規程

✓ 「番組関連情報」の配信を、NHKが自らの判断と責任において適正に遂行するために定める
✓ 総務大臣に届け出、公表（変更しようとするときも同様）
✓ 「番組関連情報」の配信にあたっては、「業務規程」に従う
✓ 「業務規程」の内容は、法定の３要件に適合する必要
✓ 少なくとも3年ごとに「番組関連情報」配信の実施状況について評価し、総務大臣に報告
✓ 総務大臣は公正競争確保の観点から（３要件の１つ）、学識経験者や利害関係者に意見聴取を行い、法定の３要件
のいずれかに適合しないことが明らかなときは「業務規程」の変更勧告・命令が可能 3

放送番組の同時配信

番組関連情報の配信
放送番組の内容と密接関連な情報であって、編集上必要な資料で構成されるもの

放送番組の見逃し（聴き逃し）配信

必
要
的
配
信

◼ 法定された必要的配信は次の３つであり、このうち「番組関連情報」については、放送の価値をインターネッ
トならではの特性に合わせて提供するもの。

◼ 公正競争の確保が前提であり、法律上の定義は“外延”。
◼ NHKが「業務規程」を策定し、競争評価のプロセスを経て業務の範囲が確定する。

「業務規程」による「番組関連情報」の規律のスキーム



「業務規程」の３要件

要件①②③について、NＨＫ内の「業務規程」策定プロセスにおいて、適合を担保する仕組みを構築

① 当該業務規程に定められた番組関連情報配信業務の種類、内容及び実施方法が、放送番組の
内容がその視聴の環境に適した形態で提供されることに対する公衆の要望を満たす※ために
必要かつ十分なものであること。

② 当該業務規程に従つた番組関連情報配信業務の実施により、公衆の生命又は身体の安全の確
保のために必要な情報が迅速かつ確実に提供されることが確保されるものであること。 

③ 当該業務規程に従つた番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放
送事業者その他の事業者が実施する配信の事業その他これに関連する事業における公正な競
争の確保に支障が生じないことが確保されるものであること。

※放送法81条「豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たす（後略）」と同様の表現
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◆ 第20条の４ 第２項
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ＮＨＫにおけるプロセス ～対応方針～

✓ 放送番組の編集・編成計画と整合することで「放送
番組の編集上必要な資料で構成されるもの」とい
う番組関連情報の性質を担保する

✓ 放送コンテンツと配信コンテンツの編集方針の決定
を、同じプロセスで設計することが重要である

要件①②

✓ これまで、「インターネット活用業務審査・評価委員
会」において、公共性および市場競争への影響等、
公共放送の業務としての適切性を確保する観点か
ら見解を提示するなど、一定の知見を蓄積してい
る

要件③

放送番組における放送番組審議会の機能を念頭
に、配信コンテンツについても同等の仕組みで対
応する

現行の「インターネット活用業務審査・評価委員会」
の役割を参考にした検討体制を組成し、対応する

◼ 要件①②③について、それぞれ適切な機能を有する機関において担保するプロセスを構築する
◼ 「業務規程」のコアとなる、「番組関連情報編集方針（案）」（＝番組関連情報の”中身”を示したもの）について
要件に適合することを確認していく
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NHKにおけるプロセス ～要件①・②への対応～

◼ 公衆の要望を把握し、これに応じた放送番組を制作していくための一つの方法として、全国個人視聴率
調査などの定期的、科学的な世論調査を実施している。

◼ NHKは、「番組関連情報編集方針（仮）」を策定し、放送番組における「放送番組の編集に関する基本計画」の
策定プロセスに準じて、放送番組審議会に諮問し、答申を得る。

◼ 要件①「公衆の要望」については、放送と同様に、世論調査等の実施により把握し、担保していく考え。

◼ 放送番組審議会は、放送事業者の自主自律を基本とする放送番組の適正向上の客観性、妥当性を確保
するため、放送事業者に意見を述べることができる。
✓ 番組改定、番組の種別など、放送番組に関する基本的事項についての審議
✓ 放送番組全般についての意見交換
✓ 放送番組モニターや視聴者意向の報告に基づく議論

◼ NHKの中央審議会及び国際審議会の委員…経営委員会の同意を得て会長が委嘱した学識経験者

放送番組審議会 ※法６条、82条

世論調査 ※法81条
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✓ NHKのインターネット活用業務における適切性の確保に資するため、NHKインターネット活用業務実施基準に基づ
き、NHK会長の諮問機関として設置（2015年２月～）

✓ 市場競争の評価等に関する知見を有し、客観的かつ中立公正な判断をすることができる委員を選任
✓ インターネット活用業務の公共性および市場競争への影響等について見解を提示

◼ 既存の「インターネット活用業務審査・評価委員会」の役割を参考にしつつ、「競争評価分科会（仮）」を新たに
組成する

◼ 分科会（仮）では、「番組関連情報編集方針（仮）」に基づいてNHKが実施する、市場調査・分析に関して意見
を述べる

インターネット活用業務審査・評価委員会

◼ 分科会（仮）は、NHKから示された評価・分析案について、次の観点等から意見を述べる
✓ 放送と同一の情報内容、同一の価値であるか
✓ 公正競争が阻害されるおそれがないか
✓ 質の高い情報発信がNHKだけでなく民間でも確保されているか（多元性）

◼ 学識経験者、メディア関係者等で構成する想定

競争評価分科会（仮）

NHKにおけるプロセス ～要件③への対応～
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◼ 想定されるサービス・イメージを提示し、一定のサービスを想起できるかたちで、市場調査を実施する
◼ 調査・分析は、必ずしも「番組関連情報」に厳密に分離せず、評価可能な単位で行うことを想定
◼ 一体的なサービスとして放送番組の配信（必要的配信として実施するもの、必要的配信の期間を超え任意的
配信として行うもの）を含む場合もあわせて評価

◼ 調査の分析結果を参考に、公正競争について、定性的・定量的に判断していく
◼ NHKのインターネット業務の全体像についても示していく

NHKにおけるプロセス ～要件③への対応～

サービスイメージ ※実際とは異なる 調査資料イメージ ※実際とは異なる

出典：日本放送協会のインターネット活用業務の競争評価に関する準備会合（第２回、第3回）NHK説明資料



ＮＨＫにおけるプロセス ～全体スキーム～

❺要件①は世論調査の実
施・公表によって担保

放送番組審議会

要件③
公正競争を
確保

要件②
災害報道の
実施

要件①
公衆の要望
を満たす

競争評価分科会
（仮）

経営委員会理事会

❶要件①②について「編集の
基本計画」と同様に諮問

❶公正競争と多元性につ
いての事前調査を実施

❷要件③について
意見聴取

業務規程

❸要件①②③を
一体として審議

❹議決事項
（29条1項1号ヨ）

市場
調査
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「業務規程」が、要件①②③についてそれぞれ適合しているか、経営委員会で審議・決定する

世論
調査



「業務規程」の記載事項イメージ
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◼ 「業務規程」は下記のイメージで検討中

 番組関連情報配信業務の「種類」「内容」「実施方法」について記載
• これまでご説明してきた「報道サイト（仮）」「NHK for school」といったサービスイメージと一
致するよう記載する

• 放送番組と番組関連情報を合わせて提供する場合も含め、「評価可能な単位」(８ページ)を示す

 要件➀②③に適合する旨の記載
• 要件➀②について、番組審議会の答申を得て適合を確認していること
• 要件③について、▼放送と同一の情報内容、同一の価値であるか、▼公正競争が阻害されるお
それがないか、▼質の高い情報発信がNHKだけでなく民間でも確保されているか（多元性）に
ついて、市場調査を実施し、「競争評価分科会（仮）」の意見聴取を経て、適合を確認していること

 評価の実施方法 （少なくとも3年ごとに総務大臣に報告することが法定される）
• 要件➀②③の観点から評価を行う方法など

※ 総務省において実施される「検証会議（仮）」においては、次の点についてご説明（準備会合でのご意見を踏まえて検討）
 ▼業務規程の内容、▼各サービスのイメージ、▼市場調査の結果、▼費用に関する事項（後述）



競争評価に向けた費用集計と開示の考え方

◼ NHKの予算承認は、国会で行われる（１月経営委員会議決、年度内審議）。
◼ 一方で、競争評価が可能になるよう、番組関連情報については、サービス単位でのコストの集計・開示を
想定。

◼ 上記のように、タイミングや表示方法が異なることを踏まえた仕組みが必要（メンバー限り・非開示のも
のもあり得る）。

◼ 現在、「予算・事業計画」は、放送法で定められた「予算書」とそれを補足する「予算説明資料」で、異なる
切り口でのコストの集計・開示を行っており、このような形を想定。

新たな開示単位

競争評価向け

競争評価対象となる「番組関連情
報」のサービス単位で集計・開示

報道サイト（仮）

NHK for school

災害マップ

…

各種サービス単位でのコスト開示
について次頁で検討

予算説明資料

波・ジャンル等の複数の単位で
集計・開示

波別

ジャンル別（単価開示）

予算書

放送法で定められた費目単位で
集計・開示

国内放送費

国内放送番組等配信費

国際放送番組等配信費

国際放送費

…

現状の予算開示単位
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国内放送費

…

国際放送費

波別（ＴＶ・Ｒ）



共通の配賦コストの考え方

「番組関連情報」各サービスと放送の共通コストを配賦するために、合理的な按分ポリシーを定める

共通コスト

放送

番組関連情報
サービスA

番組関連情報
サービスB

・・・

合理的
ルール

放送が必要とする業務
のコストは多めに配賦

番組関連情報間は
共通コストの貢献度など
に基づいて公正に配賦

合理的かつ適切な配賦基準に則ったルールを策定
12



サービス単位での予算計上の手順イメージ

◼ 競争評価で各種サービスのコスト・価値創出の評価をするため、合理的にコストを振り分ける。
◼ 予算全体の金額確定に先行するという限界があるので、直課コスト・配賦コストの二段階でサービス単位
のコストを集計。

サービス単位の切り分け サービス独自の直課コスト 放送等と共通の配賦コスト

他の番組関連情報サービスや放送
等と共通で要する費用を配賦

• 合理的かつ適切な按分ポリシ
ーを定める必要

…

…

配賦コスト 配賦コスト

競争評価実施の単位となるよう
サービス単位を選定

• 競争評価の対象となる「番組
関連情報」が対象

• 現状の予算開示には存在しな
い新たな粒度を設定

報道
サイト

災害
マップ …

サービスの実施で生じる新たな費
用は確実に当該サービスの費用

• 基本的には管理会計の考え方
• 把握・集計が難しい・客観情報
活用が必要な場合などは税務
手法 (移転価格税制等) も
参考

…

直課コスト
直課コスト …

報道
サイト

災害
マップ

報道
サイト

災害
マップ

直課コスト
直課コスト

13



（番組関連情報配信業務の実施方法）

第20条の4

協会は、番組関連情報の配信の業務（以下この条において「番組関連情報配信業務」という。）を自らの判断と責任において適正に遂行する 

ため、番組関連情報配信業務の実施に関する規程 （以下この条において「業務規程」という。）を定め、これを総務大臣に届け出るとともに、

  公表しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

２ 業務規程の内容は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 

一 当該業務規程に定められた番組関連情報配信業務の種類、内容及び実施方法が、放送番組の内容がその視聴の環境に適した形態で提

供されることに対する公衆の要望を満たすために必要かつ十分なものであること。

二  当該業務規程に従つた番組関連情報配信業務の実施により、公衆の生命又は身体の安全の確保のために必要な情報が迅速かつ確実

に提供されることが確保されるものであること。 

  三  当該業務規程に従つた番組関連情報配信業務の実施により、全国向け又は地方向けに他の放送事業者その他の事業者が実施する配

信の事業その他これに関連する事業における公正な競争の確保に支障が生じないことが確保されるものであること。

3 協会は、番組関連情報配信業務を行うに当たつては、業務規程に定めるところに従わなければならない。

４ 協会は、少なくとも三年ごとに、番組関連情報配信業務の実施の状況について第二項各号に掲げる観点から評価を行い、その結果を総

務大臣に報告するとともに、その結果に基づき必要があると認めるときは、業務規程を変更しなければならない。

５ 総務大臣は、第一項の規定による届出又は前項の規定による報告があつたときは、業務規程の内容が第二項第三号に適合しているかど

うかについて、学識経験者及び利害関係者の意見を聴かなければならない。

６ 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨の勧告をすることができる。 

一  第一項の規定により届出のあつた業務規程が第二項各号のいずれかに適合しないことが明らかであるとき。

  二  第四項の規定による報告の内容その他の事情に照らし、業務規程が第二項各号のいずれかに適合しなくなつたことが明らかであるに

もかかわらず、協会が業務規程を変更しないとき

７ 総務大臣は、前項の勧告を受けた協会が、正当な理由がなくて業務規程を変更しない場合において、 第二項各号に掲げる事項を確保す

るためやむを得ないときは、協会に対し、期限を定めて、業務規程を変更すべき旨を命ずることができる。

（参考）第20条の4
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（放送番組の編集等）

第81条 協会は、国内基幹放送の放送番組の編集及び放送に当たつては、第四条第一項に定めるところによるほか、次の

各号の定めるところによらなければならない。

一 豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与するよ

うに、最大の努力を払うこと。

二 全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を有するようにすること。

三 我が国の過去の優れた文化の保存並びに新たな文化の育成及び普及に役立つようにすること。

２ 協会は、公衆の要望を知るため、定期的に、科学的な世論調査を行い、かつ、その結果を公表しなければならない。

3～6 略

（参考）第81条
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